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広域化・集約化の際に、Ａ
市が所有する廃焼却施設を
Ａ市が解体し、別のＢ事務
組合が新たに焼却施設の
整備を行う場合、Ａ市の解
体事業は交付金の対象とな
るか。

交付対象

廃焼却施設の解体事業については、廃焼却
施設解体と廃棄物処理施設整備を一体とし
て行う事業であることを要件としている。
解体と施設整備が異なる事業主体によって
行われる場合においても、それぞれの事業
主体を含む地域を対象とする地域計画にお
いて、一体として行う事業であることが明確
に位置付けられている場合には交付対象と
なる。
解体と施設整備が異なる事業主体によって
行われる場合には、地域計画の様式１－３の
備考欄において一体として行う事業であるこ
とを記載すること。
また、交付申請にあたっては、事業主体毎の
申請とし、進捗率は事業主体毎に管理する
こと。
なお、解体する廃焼却施設は、整備する焼
却施設と同数に限るため、Ｂ事務組合の構
成市町村が複数存在する場合、解体する廃
焼却施設をＡ市の施設とするかどうかは、構
成市町村間で事前同意を得ること。

要領20（1）（2）
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広域化・集約化に伴い、例
えば３施設を１施設に集約
した場合、解体の対象施設
は１施設のみが交付対象と
なるということか。

交付対象

お見込みの通り、解体する廃焼却施設と整
備する焼却施設は同数となる。
なお、残る２施設の跡地にストックヤード等の
廃棄物処理施設を整備する場合は、２施設
の解体事業も交付対象となる。

要領20（1）（2）
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新設（更新を含む。以下同
じ。）について、焼却施設を
整備する際の廃焼却施設
の解体事業に係る「更新」と
は、どのような状態が更新に
該当するのか。

交付対象

新設に係る事業とは、廃棄物の処理に直接
必要な設備及びこれを補完する設備から成
る一体的な施設を建設するものをいう。ま
た、基幹的設備改良（基幹改良）事業におい
ては、建築物を除く施設の整備・機器を全て
更新する「大規模リフォーム（リニューアル）」
は、「新設」として扱うため本事業には当たら
ない旨を定めている。
このため、焼却施設を整備する際の廃焼却
施設の解体事業に係る更新とは、「焼却炉
及びこれを補完する設備を整備すること」を
いう。一方で、市町村等がライフサイクルコス
ト分析等を行った結果、補完する設備の一
部（又は全部）について整備が不要であると
判断した場合は、焼却炉の入替えを行った
上で補完する設備の一部（又は全部）を整
備しない場合も更新とみなす。
なお、焼却施設を整備する際の廃焼却施設
の解体事業に係る更新は、統廃合に基づく
更新であるものに限る。

要領20（1）
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解体事業の対象である廃焼
却施設はごみ焼却施設に
限るのか。

交付対象 ごみ焼却施設に限る。 要領20（1）
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